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これまでのタクシー新法の流れ

平成１４年２月平成１４年２月 タクシーの需給規制が規制緩和となりましたタクシーの需給規制が規制緩和となりました

その結果、都会ではタクシーが一挙に増加しましたその結果、都会ではタクシーが一挙に増加しました



これまでのタクシー新法の流れ

行き場のないタクシーは街にあふれ、交通の妨げとなり・・・・・・行き場のないタクシーは街にあふれ、交通の妨げとなり・・・・・・

騒音や公害問題、都市問題が発生騒音や公害問題、都市問題が発生

タクシー事業の収益基盤は悪化タクシー事業の収益基盤は悪化

労働条件の悪化、サービスの質の低下労働条件の悪化、サービスの質の低下

法令違反・事故件数の増加法令違反・事故件数の増加

などの諸問題が発生しましたなどの諸問題が発生しました



とりわけ、運転者の賃金問題は深刻となり・・・

• 平成18年8月、東京地区のタクシー運賃改定
申請がなされ、物価安定政策会議に諮られた
ものの・・・

• 当時の大田弘子経済財政担当相は閣議後の
会見で、運賃引き上げについては改めて「消会見で、運賃引き上げについては改めて「消
費者に転嫁する形に疑問がある」と述べ､業界
の需要掘り起こし努力も含めた構造問題の検
討が必要との認識を強調しました。

• さらには会議での意見を踏まえ「政府部内でさ
らに議論したい」と述べました。



これを契機として、平成１９年１２月に国土交通省
の「交通政策審議会」に「タクシー事業を巡る諸問
題に関する検討ワーキンググループ（ＷＧ）」が設
置されました。

平成２０年 ２月には第１回ＷＧが開催され、同年
１２月に交政審ＷＧから 「タクシー事業を巡る諸「タクシー事業を巡る諸
問題への対策（答申）」問題への対策（答申）」が国土交通大臣へ提出さ
れました。



この答申により供給過剰進行地域における対策この答申により供給過剰進行地域における対策
が示されましたが示されました

供給過剰は、タクシー事業の収益基盤の悪化、タクシー運転者
の労働条件の悪化、違法・不適切な事業運営の横行、道路混雑
等の交通問題、環境問題、都市問題、さらには過度な運賃競争
やそれらを通じた安全性やサービス低下の懸念など、タクシーを
巡る様々な問題の背景に存在する根本的な問題。

供給過剰が進行している地域においては、地域の公共交通機関
としてのタクシーの機能の維持・活性化の観点からの総合的な
取組みが必要。

問題への対策は、問題解決のために真に必要とされる取組みを、
そのために必要とされる期間に限って、また、様々な問題が供給
過剰により深刻化している地域に限って行うことが適当。



総合的な取組みを行うため、利用者、地方公共団体などタク
シーに関わる地域の多様な関係者が参画した取組みが必要。

特定の地域において、一定の期間に必要な総合的な取組みを
行う地域指定制度（「特定地域指定制度」）の創設が必要。

→関係者が一体となった総合的な取組みが必要である。

特定地域指定制度は、当該地域におけるタクシーの維持・活
性化のための様々な取組みに関する総合的な計画（「タクシー
維持・活性化総合計画」）を作成し、当該計画に基づく総合的、
一体的な取組みが可能な制度とすべき。

→このため、計画の作成や実施を図るための地域の関係者に
よる協議体を設置すべき。



特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化
及び活性化に関する特別措置法 （平成２１年法律第６４号）
について 平成２１年１０月１日施行

① 国土交通大臣による特定地域の指定

特定地域 ・・・ タクシーが地域公共交通としての機能を十分に
発揮できていない地域（人口10万人以上の都市
を含む営業区域）

・供給過剰の状況・・・供給輸送力が輸送需要量に対し過剰
・平成１３年度の日車実キロ及び日車営業収入が平成２０年
度のそれと比較して減少している場合他

・地方公共団体の長は、国土交通大臣に対して、特定地域の
指定を要請する ことが可能

② 国土交通大臣による基本方針の策定



◆特定地域における取組み

①地域の協議会による取組み・・・地域計画の作成

協議会構成員（地域の関係者）

タクシー事業者・団体

関係地方公共団体の長地方運輸局長

タクシー運転者の団体

地域住民 その他（学識経験者、関係行政機関等）

地域の関係者により組織される協議会が地域計画を作成し、タクシー
事業の適正化・活性化の推進に向けて総合的・一体的に取り組む

●タクシーサービスの活性化
●事業経営の活性化、効率化
●タクシー運転者の労働条件の悪化の防止、改善・向上
●交通問題、環境問題、都市問題の改善 など

地域計画作成の際に
考慮すべき内容



②タクシー事業者による取組み・・・特定事業計画の作成

タクシー事業者は､地域計画に即してタクシー事業
の適正化 ・活性化に資する取組み（特定事業）を
実施するための特定事業計画を作成し、国土交通
大臣の認定を受ける

必要に応じて、計画に減車等（事業再構築）を記載必要に応じて、計画に減車等（事業再構築）を記載

◆特定地域における措置

①新規参入要件を厳格化
②増車を事前届出ではなく、認可制に
③減車実施事業者に対する監査の特例
④行政処分の特例



一般乗用旅客自動車運送事業の適正化
及び活性化の目標

１．タクシー事業の収入基盤の悪化

下記の諸問題について解決を図り、それぞれの地域にお下記の諸問題について解決を図り、それぞれの地域にお
いてタクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮いてタクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮
できるようにしていく事を特定地域における目標とする。できるようにしていく事を特定地域における目標とする。

１．タクシー事業の収入基盤の悪化

２．タクシー運転者の労働条件の悪化

３．違法・不適切な事業運営の横行

４．道路混雑等の交通問題、環境問題、都市問題

５．利用者サービスが不十分



①タクシーサービスの活性化

②安全性の維持・向上

③総合交通ネットワークの一員としての機能の向上

【地域計画の目標地域計画の目標】

各交通圏では以下の目標が設定されている。各交通圏では以下の目標が設定されている。

③総合交通ネットワークの一員としての機能の向上

④観光への取組み

⑤環境問題への貢献

⑥防災・防犯対策への貢献

⑦事業経営の活性化、効率化

⑧ﾀｸｼｰ運転者の労働条件の悪化の防止、改善・向上

⑨過度な運賃競争への対策



なお、 目標の達成に必要となる供給過剰状態の解消に
ついては、各交通圏ともに

現在の諸問題の根幹としてタクシーが供給過剰である

ことは否めない

関係者は諸般のタクシー問題の改善に向け、この供給

過剰な状態の解消に努めるべきである

その結果として、以上に示す各目標に向け有効な取組

がなされ、十分な成果を上げる事ができるものと考える

ただしその際には、タクシー運転者が職を失う事に繋が

らないことにも留意する必要がある

という結論になっている



地域計画の目標を達成、 実現するためにタクシー
事業者が主体となって取り組むべき特定事業 及び

その他の関係者が取り組むその他の事業について
特定事業計画を作成する

１．輸送需要に対応した合理的な運営

この際、以下の観点を参考にしつつ事業を設定する

１．輸送需要に対応した合理的な運営

２．法令の遵守の確保

３．運送サービスの質の向上

４．輸送需要の開拓



茨城県内では平成２１年１０月１日に水戸県央交通圏、
県南交通圏、県西交通圏の各交通圏が「特定地域」に
指定され、

水戸県央交通圏 ・・・ 平成２２年３月１２日

県南交通圏 ・・・・・・ 平成２２年３月１９日

県西交通圏 ・・・・・・ 平成２２年４月１６日

以上、それぞれの交通圏で地域計画の合意がなされた。

平成２２年４月１日には、県北交通圏が「特定地域」に
追加指定され、平成２２年９月１６日に地域計画が合意
となった。



茨城県 事業規模別 事業者数

北茨城市

高萩市大子町

日立市

常陸太田市

常陸大宮市

城里町 那珂市 東海村

ひたちなか市

水戸県央交通圏

県北交通圏

7

14

16

5
県西交通圏

１～５両
６～１０両
１１～２０両
２１～３０両
３１～４０両
４１～５０両
５１両以上

7

10

11

3 2

平成２３年１月末現在

笠間市

水戸市
ひたちなか市

茨城町

鉾田市
小美玉市

石岡市

桜川市

筑西市

結城市

古河市

五霞町
境町

八千代町
下妻市

つくば市

常総市
坂東市

守谷市

つくば

みらい市

取手市
龍ヶ崎市

河内町

稲敷市

利根町

阿見町

牛久市

美浦村

かすみ

がうら市
土浦市

神栖市

鹿嶋市

潮来市

行方市

県南交通圏

鹿行交通圏

3

5

2 118 17

10

4

17

24

16

10

4 3



１．一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）とは茨城県のタクシーの輸送実績の推移

実 働 率 （％）走行キロ（㎞）（１日あたり）
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実 車 率 （％） 運送収入（１日１車あたり）

資料：茨城県ハイヤー・タクシー協会調べ
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